
 
 

 

< 労働基準監督署における各部署の役割 > 

労働基準監督署では監督部門，安全衛生部門，労災補償部門，庶務部門が相互

連携を取って業務を行っています。ここでは，労働基準監督署の各部署の働きと

簡単な業務内容について説明します。 

 

< 労働基準監督署の組織 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

労 働 基 準 監 督 官 の 業 務 

－労働基準監督署における各部署の役割－ 

署  長 

次  長 

≪ 部署の長  の  職名 （部署名）≫ 

方面主任監督官  （方面） 

監督課長      （監督課） 

監督・安衛課長  （監督・安衛課） 

監 督 部 門 

 臨検監督，捜査，許可・認可調査，申告・相談対応などの業務を行っていま

す（詳細はほかのページを参照してください。）。 

安全衛生部門 

安全衛生課長   （安全衛生課） 

監督・安衛課長  （監督・安衛課） 

労災・安衛課長  （労災・安衛課） 

≪ 部署の長  の  職名 （部署名） ≫ 

 労働災害を防止するための労働災害発生状況の把握・分析を行うととも

に，労働災害を発生させた事業場に対し，同種災害を防止するための指導を

行っています。また，労働安全衛生法に基づき，一定の機械の設置等を行う

ために届け出られた計画の審査やクレーン等の検査等を行っています。 

労災補償部門 

≪ 部署の長  の  職名 （部署名）≫ 

労災第一課長・労災第二課長 
（労災第一課・労災第二課） 

労災課長      （労災課） 

労災・安衛課長  （労災・安衛課） 

 労働者災害補償保険法に基づき，労災請求された個々の事案ごとに，被災

者や事業場関係者等からの聴き取り，関係資料の収集，実地調査などを行

い，また，必要に応じて主治医や専門家から医学的な意見を求めて，審査を

行っています。 

庶 務 部 門 

≪ 部署の長  の  職名 （部署名）≫ 

業務課長      （業務課） 

監督課長      （監督課） 

監督・安衛課長  （監督・安衛課） 

 庶務関係（職員の出勤管理，物品管理，出張管理など）の業務を行ってい

ます。 

＊次長は大規模の労働

基準監督署に置かれて

います。 

＊ 



 

< 労働基準監督署における各部門の連携体制 > 

－ 労働基準関係法令の違反を原因とした重大な労働災害を例にして － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働災害の発生 

署   長 

次   長 

捜 査 指 揮 

調 査 指 示 

監 督 部 門 

【捜査の実施】 
１ 現場状況の把握 
   実況見分・検証の実施 
   証拠品の押収 
   鑑   定       など 
２ 証拠品の分析 
３ 関係者の取調べ 
   被疑者・参考人の取調べ 
４ 担当検察官との協議 
５ 送    致 

連   携 連   携 

労災補償部門 安全衛生部門 

【災害調査の実施】 
１ 災害発生状況の把握 
   現場の調査 
   関係者の調査 
   作業環境測定        など 
２ 災害の発生原因の分析 
３ 災害の再発防止対策に関する指導  

【労災請求の審査】 
１ 遺族からの労災請求書の受付 
   療養補償給付請求 
   休業補償給付請求 
   遺族補償給付請求      など 
２ 各請求の審査 
   業務上外の調査 
   平均賃金の調査 
   診療費の審査          など 
３ 労災給付金の支給・不支給決定 

災害発生報告 

連   携 

庶 務 部 門 

【出張・勤務・物品不足状況等の把握】 
１ 出張状況の把握 
   出張状況を把握して旅費を支給 
２ 勤務状況の把握 
   超過勤務時間，特殊勤務等の状況を把握して給与を支給 
３ 物品の不足状況等の把握 
   捜査・調査関係で不足している物品を調達 

＊ 上記業務内容の一部を労働局において行っていることがあります。 

＊ 上記業務内容は一例として記載したものです。 


